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くらしと市税              

令和５年度（２０２３年度）  主な新規・拡充事業            

令和5年度一般会計当初予算の歳入は2,239億円で、市民の皆様に納めていただく市税

が1,068億9,430万円です。市税は一般会計歳入総額の47.8％を占め、他の収入と合わせ

て、様々な事業に使われています。 

自治体ＤＸに向けた取り組み 
〇保育ＩＣＴシステムの導入                  1,561万円 

〇ハザードマップのデジタル化                  275万円 

一人一人が自分らしく輝くまち 
○大型冷風機の購入                       2,379万円 

○海神中学校校舎の建て替え                   4,375万円 

〇市立船橋高校ＩＣＴ環境の整備                 625万円 

〇プラネタリウム館投影機及び座席等の更新            215万円 

〇スポーツ健康都市宣言40周年記念イベント            310万円 

住み慣れた地域で、健康で安心して暮らせるまち 
○保育支援者の配置に係る費用の一部を補助            1億527万円 

○ヤングケアラーの支援                     431万円 

〇児童相談所の整備                      5,114万円 

〇再犯防止推進計画の策定                    102万円 

〇がん患者の医療用ウィッグ・胸部補整具の購入費を助成      592万円 

活力と魅力にあふれ、進化し続けるまち 
○海老川上流地区のまちづくり                14億4,408万円 

〇医療センターの建て替え                 66億3,425万円 

〇救急ステーションの建て替え                 9,946万円 

〇ＪＲ南船橋駅南口市有地の活用               1億3,130万円 

〇二和東5丁目市有地の活用                   2,340万円 

快適で豊かに暮らせる、人と環境にやさしいまち 
○省エネ最適化診断の費用を助成                  23万円 

○都市計画道路の整備                      9億1,515万円 

○ＪＲ津田沼駅北口駅前エレベーターの設置に向けた設計の実施   240万円                      

○公園・緑地の整備                     3億7,462万円 

命と暮らしを守る強靭なまち 
○避難行動要支援者への支援                   412万円 

〇消防局庁舎の建て替え                    4,535万円 

〇救急隊の増隊                        4,705万円 

 

※令和 5年度船橋の台所事情より抜粋 

※令和 5年度予算に計上した主要事業を記載 
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市民一人当りの市税予算  
  165,389円 

 

令和5年度 

市税予算 

 人 口 

市民一人当りの歳出予算  
  346,422円 

 

令和5年度 

歳出予算 

  人 口 

第１章 市税概要              

令和５年度予算（一般会計）            
 歳入の内訳 
                                     ( )内構成比 
 
  
  
 
 
 
 
 
         
  

 

  
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 歳出の内訳 
 
  
 
 
                          
 
 
 
 
                      
 
                      
  
                        
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

歳入 
2,239億円 

 

国庫支出金 

427 億 9,790 万円

(19.1%) 

県支出金 

162億 9,370万円 

(7.3%) 

1 

4 
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 2 

１ 地方消費税交付金   158億 3,670万円(7.1%) 

２ 市債              97億 2,850万円(4.3%) 

３ 繰入金          48億 6,580万円(2.2%) 

４ その他         274億 8,310万円(12.2%) 

民生費 

1,037億 

780万円(46.3%) 

衛生費 

239億3,850万円

(10.7%) 

土木費 

228億4,770万円

(10.2%) 

教育費 

259億2,220万円

(11.6%) 

歳出 
2,239億円 

 

令和5年4月1日現在 

人口 646,322人 

世帯 298,572世帯 

面積 85.62㎢ 

市税 

1,068億 

9,430万円 

(47.8%) 

１ 公債費     181億 7,880万円(8.1%) 

２ 総務費    155億 4,070万円(7.0%) 

３ その他     137億 6,430万円(6.1%) 

1 

3 
2 
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市税収入の内訳                  
( )内構成比 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

あなたが納める税金１万円の使いみち        

 みなさんが納める市税 1万円あたりの使いみちは、おおよそ次のとおりです。 
 

   

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

 

 （円） 

※令和 5年度当初予算の一般財源の割合によって求めました。 

 

2,000 2,500 3,000 3,500 

3 4 5 

市民税 

526億 1,570万円 

(49.2%) 

法人市民税 

53億 8,040万円 

(5.0%) 

個人市民税 

472億 3,530万円 

(44.2%) 

都市計画税 

82億 6,330万円 

(7.7%) 

１ 市たばこ税     37億 6,800万円(3.5%) 

２ 事業所税      21億 1,410万円(2.0%) 

３ 軽自動車税      7億 3,270万円(0.7%) 

４ 入湯税           310万円(0.0%) 

５ 特別土地保有税        10万円(0.0%) 

固定資産税 

393億 9,730万円 

(36.9%) 

市税 
1.068億 9430万円 

1 2 

道路、河川、公園などの都市整備のために 

生活保護、保育園などの費用、高齢者や障害者の福祉のために 

ゴミの収集、衛生、公害対策のために 

教育、文化、スポーツ施設の充実のために 

市役所の管理運営などのために 

借入金の返済利子などの支払いのために 

 

消防や救急活動のために 

商工業振興のために その他 

(132円) 

商工費 

（113円） 

消防費 
（439円） 

総務費 

（899円） 

土木費 
（1,045円） 

衛生費 

 （1,131円） 

公債費 
（1,212円） 

教育費 
（1,406円） 

民生費 
(3,623円） 

0 500 1,000 1,500 

保育園などの費用、高齢者や障害者の福祉、生活保護のために 

 

教育、文化、スポーツ施設の充実のために 

借入金の返済利子などの支払いのために 

 

道路、河川、公園などの都市整備のために 

ごみの収集、衛生、公害対策のために 

市役所の管理運営などのために 

消防や救急活動のために 

2,000   2,500   3,000   3,500   4,000 

商工業振興のために 
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市税のあらまし                  

※1 令和 6年度より新たに森林環境税(税額 1,000円)が導入され、市民税・県民税と併せて徴収されま

す。詳しくは P26をご参照ください。 

※2 年金の特別徴収は P18をご参照ください。 

区 分 納税義務者 課税標準 税 率 期  別 納期限 

個人 

市民税・県民税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普

通

税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1 月 1 日現在におい

て、市内に住所のあ

る個人で、前年中に

所得がある人 

 

・市内に住所がない個

人で、市内に事務所、

事業所又は家屋敷を

有する人 

前年中の総所得

金額、退職所得

金額、山林所得

金額又は分離課

税に係る譲渡所

得金額など 

（均等割）※1 

市民税 

令和 5年度まで 

3,500円 

令和 6年度以降 

3,000円 

県民税 

  令和 5年度まで 

1,500円 

令和 6年度以降 

1,000円 

（所得割） 

10 

100 

（P9参照） 

普
通
徴
収 

1期 6月 30日 

2期 8月 31日 

3期 10月 31日 

4期 
翌年 

1月 31日 

給
与
所
得
の
特
別
徴
収 

 

6月～ 

翌年 

5月 

（毎

月） 

翌月 10日 

法人市民税 

・市内に事務所又は事

業所を有する法人 

 

・市内に寮等を有する

法人で市内に事務所

又は事業所を有しな

い法人 

 

・市内に事務所、事業

所又は寮等を有する

法人でない社団・財

団 

法人税額 

（均等割） 

P28の資本金等の額な

どの区分に応じて 

5万円 

12万円 

13万円 

15万円 

16万円 

40万円 

41万円 

175万円 

300万円 

（法人税割） 

8.4 
・ 

6.0 

100 100 

※資本金等の額によ

って税率が変わりま

す。 

各事業年度終了の日の 

翌日から 2か月以内 
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区  分 納税義務者 課税標準 税  率 期 別 納期限 

 

 

固定資産税 

土地・家屋 

償却資産 

 

普

通

税 

 

 

1月 1日現在に市内の

固定資産を所有して

いる人 

ただし、市街化調整

区域内の土地・家屋

には都市計画税は

課されません 

固定資産課税台帳に登

録された1月1日現在の

価格など 

 1.4 

100 

1期 5月 1日 

2期 7月 31日 

3期 12月 25日 

4期 
翌年 

2月末日 

都市計画税 

(土地・家屋) 

目

的

税 

 

0.3 

100 
同上 

軽自動車税 

（種別割） 

 

 

普

通

税 

4月 1日現在における

軽自動車などの所有

者 

総排気量及び車種によ

る 
P40参照 5月 31日 

軽自動車税 

（環境性能割） 

三輪以上の軽自動車

の取得者 
取得価額 P41参照 車両番号指定日時 

市たばこ税 

製造たばこの製造者、

特定販売業者及び卸

売販売業者 

売渡し製造たばこ本数 

売渡し本数 

1,000本につき 

6,552円 

毎月 
翌月

末日 

入湯税 

 

 

 

 

目

的

税 

鉱泉（温泉）浴場にお

ける入湯客 

宿泊客 

1人 1泊 150円 

日帰り客 

1人 100円 

鉱泉浴場の経営者（特

別徴収義務者）が、入

湯客から料金と一緒

に徴収し、1か月分を

まとめ、翌月 15日ま

でに納付 

事業所税 

事業所床面積が 1,000

㎡を超える、もしくは

従業者が100人を超え

る事業を行う法人又

は個人 

(資産割) 

事業所床面積 
1㎡につき 600円 

法人…各事業年度終

了の日から 2

か月以内 

 

個人…翌年 3月 15日

まで 

(従業者割) 

従業者給与総額 

0.25 

100 
 

 

普 通 税   税金の使いみちが限定されておらず、どのような事業の費用にも使う

ことのできる税をいいます。 

※ 特別土地保有税は平成 15年 4月より課税停止中。 

 

目 的 税   税金の使いみちが限定されている税をいいます。例えば都市計画税と

して納められた税金は都市計画施設（道路、公園、下水道、河川、学

校、病院など）の整備に関する事業などに使われます。 


